
当会の元会⻑に関する本⽇の新聞報道等について 

令和 6 年 3 ⽉ 29 ⽇ 

この度は、当会の元会⻑に関連する報道により、世間をお騒がせしてしまって
いることについてお詫び申し上げます。当会と元会⻑の関係性及びこれまでの
経緯につきまして、以下の通りご説明差し上げます。 

１．当会について 

当会は、東京⼥⼦医科⼤学の卒業⽣の集まり（当時の名称は「校友会」
でした。）として、1910（明治 43）年に発⾜いたしました。初代会⻑は東
京⼥⼦医科⼤学を創⽴された吉岡彌⽣先⽣です。 

当会は、1923（⼤正 12）年に名称を「⾄誠会」と改め、1926（⼤正 15
年）には公益法⼈（社団法⼈）となり、2011（平成 23 年）からは⼀般社
団法⼈として、公益的事業を展開してきました。具体的には、⾄誠会看護
学校、⾄誠会第⼆病院、市⺠向けの公開健康講座、学術研究会などです。 

なお、現在の会員数は、現在卒業⽣ 4500 ⼈余りと在校⽣ 600 ⼈余で
す。 

２．従前の状況及び問題意識について 

東京⼥⼦医科⼤学及び元会⻑の⾏動につき、様々な批判的な報道が為さ
れましたが、東京⼥⼦医科⼤学は、⼗分な説明を⾏っておりませんでし
た。 

元会⻑は、当会の代表として、いわゆる⾄誠会枠によって東京⼥⼦医科
⼤学の理事に就任しておりましたので、当会の会員らの中では、元会⻑が



⼗分な説明を⾏っていないことについて不信を抱くと同時に、そのような
元会⻑を⾄誠会枠によって東京⼥⼦医科⼤学の理事に就任させていること
について⾃らの責任を感じる⽅々が多くいらっしゃいました。 

また、そもそも、岩本絹⼦⽒（元会⻑）が、当会の会⻑と、東京⼥⼦医
科⼤学の理事⻑を兼任し、両法⼈にて⼤きな権限を振るっていることにつ
いて、ガバナンス上の重⼤な問題であると考える⾒識ある関係者が現れ始
めました。 

 

３．当会のガバナンスの是正について 

そのような状況の中で、昨年、勇気ある当会会員が、「⼥⼦医⼤を復活さ
せるOGの会」を発⾜させ、東京⼥⼦医科⼤学及び当会の⽴て直しのため
に結束し、令和５年 1 ⽉頃から、当会の会員に対し、活動への賛同を求め
る署名運動を開始しました。 

そうしたところ、当該運動は、良識ある多数の会員の⽀持を得て、昨年
4 ⽉の臨時社員総会にて、賛成多数により岩本絹⼦⽒（元会⻑）の解任を
決議するという結果に結実するに⾄りました。また、6 ⽉の社員総会にお
いても勢いそのままに、旧来の理事のほとんどが議席を失い、理事の顔ぶ
れは、ほぼ⼀新される結果となりました。 

現在は、現会⻑のもとで、当会及び当会の運営する病院の経営の⽴て直
しを図るべく、理事会における１３名の理事及び監事による⾃由な意⾒交
換及び会員に対する積極的な情報公開を実践しています。 

そのような中で、従来の会計資料などを調べましたところ、元会⻑及び
特定の事務員に対する⻑年に渡る多額の⽀払いが発覚し、理事会における
承認のないままに⽀払われている事実が明らかとなりました。そのため、
昨年 10 ⽉、当会監事は、元会⻑及び当該事務員を被告とする不当利得返還
請求訴訟（⺠事訴訟）を提起するに⾄っております。 

その後、警察や専⾨家も交えて熟慮を重ねた結果、同⽀払いについて警



視庁に被害届を提出することとなり、その結果、今回の強制捜査に⾄った
という経緯です。 

以上のとおり、当会のガバナンスの問題は、当会会員の識⾒、勇気、良
識及び努⼒によって、解消するに⾄っております。 

 

４．残された問題 〜 東京⼥⼦医科⼤学のガバナンスの問題について 

当会は、昨年 4 ⽉に元会⻑が解任され、新理事体制に移⾏しましたが、
残念ながら、また、恥ずかしいことに、旧体制からの引継ぎは全く為され
ませんでした。さらに、東京⼥⼦医科⼤学は、昨年 7⽉に当会との関係解
消を突然決定し、「学内⾏事への参加の禁⽌」「学内説明会を今後⾏わせな
い」「当会の名称と類似した新しい同窓会組織（「東京⼥⼦医科⼤学同窓会
⾄誠会」）を⽴ち上げる」等の決定を次々と⾏い、⼀⽅的に当会に通知しま
した。 

そのため、誠に遺憾なことに、現在、当会と学⽣との交流が危ぶまれる
事態になっています。 

東京⼥⼦医科⼤学の決定の中には、「当会が運営する⾄誠会看護学校に対
する講師派遣を打ち切る」、「これまで東京⼥⼦医科⼤学の成績優秀者に授
与していた『⾄誠会賞』を廃⽌する」等、現役の学⽣にまで直接不利益を
与える内容が含まれています。 

現役学⽣、卒業⽣、職員らの利益に適うよう、ガバナンスの問題を解消
するために活動してきましたが、かえって現役学⽣にまで累が及ぶ状況と
なっていることについて、忸怩たる思いです。 

このような「本末転倒」の事態に陥っているのは、未だに東京⼥⼦医科
⼤学のガバナンスの問題が解消していないためですので、東京⼥⼦医科⼤
学の卒業⽣組織として、当会は、東京⼥⼦医科⼤学のガバナンス改善に向
けた取り組みをさらに⼀段と強化する予定です。 

 



５．今後について 

⼤学と卒業⽣の会は本来、⾞の両輪として協⼒し、⼤学の発展や卒業⽣
の利益に貢献すべきものと認識しております。 

当会としましては、⼤学側との正常な関係の回復を⽬指し、また、現役
学⽣、卒業⽣、職員らの利益のために、最⼤限の努⼒をしていく所存で
す。 

関係者の皆様におかれましては、勇気あるご協⼒を頂けますよう、切に
お願い申し上げる次第です。 

 

               ⼀般社団法⼈⾄誠会 会⻑ 齋藤麗⼦ 


